
 

氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、氷見市補助金等交付規則（昭和４４年氷見市規則第１２号。以下「規

則」という。）第２２条の規定に基づき、氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金の交付に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（補助金の交付） 

第２条 市長は、個性的な魅力あるまちづくりを推進するため、自治会及び郷土芸能団体等

（以下「自治会等」という。）が自主的に取り組む獅子舞等の伝統芸能の保存及び継承に

要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、原則として、自治会等とする。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号にいずれ

かに該当するものとする。ただし、本制度以外の制度等による補助等又は委託等の資金を

受ける事業は補助事業の対象としない。 

 (1) 地域の伝統芸能の保存及び継承につながる事業 

 (2) その他市長が必要と認める事業 

（補助対象経費及び補助金額） 

第５条 補助金の対象は、郷土芸能団体の設立及び祭礼用具の整備に要する経費とし、その

２分の１以内の額（千円未満は切り捨てるものとする。）を補助金額とする。ただし、補

助金の対象となる事業費は５００千円以上とし、補助金額の上限を１，５００千円とする。 

（交付申請書等の様式） 

第６条 規則第３条第１項に規定する補助金等交付申請書（様式第１号）に添付すべき書類

は次に掲げるとおりとする。 

(1) 整備計画書（様式第２号） 

(2) 収支計画書（様式第３号） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定額の変更） 

第７条 規則第６条の規定による決定の通知を受けた自治会等（以下「補助事業者」という。）

は、補助金の交付決定額の変更をしようとするときは、あらかじめ氷見市伝統芸能保存継

承事業費補助金変更交付申請書（様式第４号）に必要な書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りではない。 

２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたとき

は交付決定の変更を行い、氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金変更交付決定通知書（様

式第５号）により補助事業者に通知するものとする。 



 

（事業計画等の変更） 

第８条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた金額を変更せず、補助事業の内容、補

助対象経費の区分の配分の変更（市長が定める軽微な変更を除く。）をしようとするとき

は、あらかじめ氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金事業内容等変更申請書（様式第６号）

に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたとき

は、氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金事業内容等変更承認通知書（様式第７号）によ

り、補助事業者に通知するものとする。 

（補助事業の中止又は廃止） 

第９条 補助事業者が補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、氷見市伝統芸能保

存継承事業補助金事業中止（廃止）申請書（様式第８号）に必要な書類を添えて、市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたとき

は、事業の中止又は廃止を承認し、氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金事業中止（廃止）

承認通知書（様式第９号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 規則第１２条第１項に規定する補事業実績報告書（様式第１０号）に添付すべき

書類は次に掲げるとおりとする。 

(1) 実施報告書（様式第１１号） 

(2) 収支決算書（様式第１２号） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（細則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

（令和３年３月一部改正） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



 

様式第１号（第６条関係） 

 

  年  月  日 

 

氷見市長         殿 

 

                  申 請 者 

                  住 所 

                  自治会名 

                  代表者の役職及び氏名          (印) 

 

    氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金交付申請書 

 

 

    年度において伝統芸能保存継承事業を実施したいので、氷見市伝統芸能保存継

承事業費補助金    円を交付されるよう氷見市補助金等交付規則第３条の規定に

より、次の関係書類を添えて申請します。 

 

 

関係書類 

  １ 整備計画書（様式第２号） 

  ２ 収支計画書（様式第３号） 

  ３ その他市長が必要と認める書類 

 

 

  



 

様式第２号（第６条関係） 

整備計画書（    自治会） 

 

 

１ 整備の必要性・整備の内容 

 

 

 

 

２ 整備に要する支出・原材料支給等の内訳 

(1) 当該補助金対象の整備の内容・支出予定内訳   (着手予定日：            完了予定日：           ) 

整備の内容 
整備に要する 

支 出 項 目  
予定金額 積  算  内  訳 備 考 

     

    

    

    

    

    

    

    

合 計    

(単位：円) 



 

様式第３号（第６条関係） 

収支計画書 

 

【収   入】                       （単位：円） 

区  分 金  額 備  考 

氷見市伝統芸能保存

継承事業費補助金 
  

自己資金   

合  計   

 

【支   出】                       （単位：円） 

区  分 金  額 備  考 

   

   

   

   

   

   

   

   

合  計   

  

  



 

様式第４号（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 

氷見市長         殿 

 

                  申 請 者 

                  住 所 

                  自治会名 

                  代表者の役職及び氏名          (印) 

 

 

氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金変更交付申請書 

 

 

    年 月 日付け氷見市指令 第 号 で交付の決定があった氷見市伝統芸能保

存継承事業費補助金について、下記のとおり変更したいので、氷見市伝統芸能保存継承

事業費補助金交付要綱第７条第１項の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

 

１ 補助金の額 

(1) 交付決定額       金    円 

(2) 変 更 後 額       金    円 

 

２ 関係書類 

(1) 整備計画書（様式第２号） 

(2) 収支計画書（様式第３号） 

(3) その他市長が必要と認める書類 



 

様式第５号（第７条関係） 

氷見市指令 第 号 

 

 

 

 

会   

   氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金変更交付決定通知書 

 

   年 月 日付けで変更交付申請のあった氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金につ

いては、氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金交付要綱第７条第２項の規定により、  年 

月 日付け氷見市指令 第 号の交付額金    円を金    円に変更して交付する。 

 

 

年  月  日 

 

                       氷見市長  



 

様式第６号（第８条関係） 

 

  年  月  日 

 

氷見市長         殿 

 

                  申 請 者 

                  住 所 

                  自治会名 

                  代表者の役職及び氏名          (印) 

 

 

氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金事業内容等変更承認申請書 

 

 

    年 月 日付け氷見市指令 第 号 で交付の決定があった氷見市伝統芸能保

存継承事業費補助金について、事業内容等を下記のとおり変更したいので、氷見市伝統

芸能保存継承事業費補助金交付要綱第８条第１項の規定により、関係書類を添えて申

請します。 

 

 

１ 変更内容 

 

 

２ 関係書類 

(1) 整備計画書（様式第２号） 

(2) 収支計画書（様式第３号） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

 



 

様式第７号（第８条関係） 

氷見市指令 第 号 

 

 

 

 

会   

   氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金事業内容等変更承認通知書 

 

   年 月 日付けで変更承認申請のあった氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金につ

いては、氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金交付要綱第８条第２項の規定により、変更を

承認する。 

 

 

年  月  日 

 

                       氷見市長  

 

  



 

様式第８号（第９条関係） 

 

  年  月  日 

 

氷見市長         殿 

 

                  申 請 者 

                  住 所 

                  自治会名 

                  代表者の役職及び氏名          (印) 

 

 

氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金事業中止（廃止）申請書 

 

 

    年 月 日付け氷見市指令 第 号 で交付の決定があった氷見市伝統芸能保

存継承事業費補助金について、事業を中止（廃止）したいので、氷見市伝統芸能保存継

承事業費補助金交付要綱第９条第１項の規定により申請します。 

 

 

１ 事業中止（廃止）理由 

 

 

２ 関係書類 

 



 

様式第９号（第９条関係） 

氷見市指令 第 号 

 

 

 

会   

   氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金事業中止（廃止）承認通知書 

 

   年 月 日付けで中止（廃止）申請のあった氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金に

ついては、氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金交付要綱第９第２項の規定により、中止

（廃止）を承認する。 

 

年  月  日 

 

                       氷見市長   



 

様式第１０号（第１０条関係） 

 

  年  月  日 

 

氷見市長         殿 

 

                  申 請 者 

                  住 所 

                  自治会名 

                  代表者の役職及び氏名          (印) 

 

 

   氷見市伝統芸能保存継承事業費補助金実績報告書 

 

 

   年  月  日付け氷見市指令 第 号で交付の決定があった氷見市伝統芸能保

存継承事業費補助金について、氷見市補助金等交付規則第１２条第１項の規定により、

その実績を報告します。 

 

 

関係書類 

  １ 実施報告書（様式第１１号） 

 ２ 収支決算書（様式第１２号） 

 ３ その他市長が必要と認める書類 



 

No. 

様式第１１号（第１０条関係） 

実施報告書（    自治会） 

 
 
整備に要した支出の内訳 

⑴ 当該補助金対象の整備の内容・支出内訳      (着手日：            完了日：           ) 

整備の内容 
整備に要した 

支 出 項 目  
金額 内  訳 備 考 

     

    

    

    

    

    

    

    

合 計    

 

(単位：円) 



 

様式第１２号（第１０条関係） 

収支決算書 

 

【収   入】                       （単位：円） 

区  分 金  額 備  考 

氷見市伝統芸能保存継

承事業費補助金 
  

自己資金   

合  計   

 

【支   出】                       （単位：円） 

区  分 金  額 備  考 

   

   

   

   

   

   

   

   

合  計   

  

 


